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１．基本的な事項 １．基本的な事項

　 （１）香南市の概況 （１）香南市の概況

　 　（略） 　　（略）

　　ィ　過疎地域の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 　ィ　過疎地域の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

《夜須地域》 《夜須地域》

夜須地域は、香南市の東部に位置し、東西は低い山系が南北に走り、南は 夜須地域は、香南市の東部に位置し、東西は低い山系が南北に走り、南は

土佐湾に向かって開けています。 土佐湾に向かって開けています。

　　（削除）　気候は温暖多雨で、地域の中央を夜須川が貫流し下流にデルタ
状の平野部が形成されていますが、総面積の約7３％を森林が占め、農地は約
10％となっています。

年間雨量は2,000㎜を超え、年間平均気温は約17℃と気候は温暖多雨で、
地域の中央を夜須川が貫流し下流にデルタ状の平野部が形成されていますが、
総面積の約7３％を森林が占め、農地は約10％となっています。

　 　（略） 　　（略）

　歴史的には、石清水八幡宮の荘園として古くから開け、平安時代の文献に
「夜須郷」と記されており、源氏ゆかりの豪族夜須七郎行家の領地でした。
夜須地域は、明治11年に「夜須村」として発足し、昭和18年１月に町制が施行
され「夜須町」となり、昭和30年４月に、旧東川村の一部を吸収合併しまし
た。その後、平成18年3月に香南市となり、現在に至っています。

　歴史的には、石清水八幡宮の荘園として古くから開け、平安時代の文献に
「夜須郷」と記されており、源氏ゆかりの豪族夜須七郎行家の領地でした。
夜須地域は、明治11年に「夜須村」として発足し、昭和18年１月に町制が施行
され「夜須町」となり、昭和30年４月に、旧東川村の一部を吸収合併し、（追
加）現在に至っています。

《赤岡地域》 《赤岡地域》

　　（略） 　　（略）

　（配置変更）　気候は（削除）温暖多雨で、（削除） 気候は、背後の四国山地と黒潮洗う土佐湾の影響を受けて温暖で多雨で、

　　　　　 年間の平均気温が17℃前後と、冬でもほとんど積雪をみることがありません。

　　（略） 　　（略）

気候は温暖多雨であり、主要産業は、（中略）　シラス漁が行われています。 （追加）　　主要産業は、（中略）　シラス漁が行われています。

　　（略） 　　（略）

　明治３年、赤岡村は赤岡浦・岸本浦とともに香美郡内第３区となり、同８年
に３大区３小区に変更され、同時に浦称が廃止されて赤岡村・岸本村と称し、
同11年、郡町制施行とともに、岸本村と分離して赤岡村、明治32年２月15日、
告示第32号をもって町となりました。その後、平成18年3月に香南市となり、現
在にいたっています。

　明治３年、赤岡村は赤岡浦・岸本浦とともに香美郡内第３区となり、同８年
に３大区３小区に変更され、同時に浦称が廃止されて赤岡村・岸本村と称し、
同11年、郡町制施行とともに、岸本村と分離して赤岡村、明治32年２月15日、
告示第32号をもって町となり、（追加）現在にいたっています。

《吉川地域》 《吉川地域》

　　（略） 　　（略）

歴史的には、弥生時代後期末から古墳時代前期にかけてのものとされる住吉砂
丘遺跡、南中曽遺跡、野口遺跡などが残されています。荘園の発生により、物
部川河口の東岸周辺に吉原庄ができ、その東側には古川郷があったとされ、こ
れらは江戸時代には吉原村、古川村と呼んでいたとされています。明治22年の
合併により、吉原村の吉と、古川村の川を一字ずつ取って、吉川村になりまし
た。その後、平成18年3月に香南市となり、現在にいたっています。

歴史的には、弥生時代後期末から古墳時代前期にかけてのものとされる住吉砂
丘遺跡、南中曽遺跡、野口遺跡などが残されています。荘園の発生により、物
部川河口の東岸周辺に吉原庄ができ、その東側には古川郷があったとされ、こ
れらは江戸時代には吉原村、古川村と呼んでいたとされています。明治22年の
合併により、吉原村の吉と、古川村の川を一字ずつ取って、吉川村になり、現
在にいたっています。

ウ　過疎地域の状況 ウ　過疎地域の状況

　　（略） 　　（略）

　　（削除）

平成14年度から過疎地域自立促進計画を策定し、過疎対策事業に取り組んでき
ました。その成果を踏まえ、過疎地域持続的発展計画を策定するにあたって
は、地域の持続的発展を目指して、地域の特徴や地理的優位性を活かした諸施
策を実施したいと考えています

（２）人口及び産業の推移と動向 （２）人口及び産業の推移と動向

　　（略） 　　（略）

表１－１（2）　人口の今後の見通し
（香南市未来戦略（まち・ひと・しごと創生人口ビジョン）より）

表１－１（2）　人口の今後の見通し
（香南市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンより）



（３）行財政の状況 （３）行財政の状況

　　（略） 　　（略）

（４）地域の持続的発展のための基本方針 （４）地域の持続的発展のための基本方針

　　（略） 　　（略）

　ア 　ア

　　（略） 　　（略）

地域間交流については、引き続き地域資源を活かしたイベントや交流事業
を行うとともに、（削除）情報ネットワークを活用した交流を推進します。

地域間交流については、引き続き地域資源を活かしたイベントや交流事業
を行うとともに、アンテナショップ又は情報ネットワークを活用した交流を
推進します。

　　（略） 　　（略）

　イ　産業の振興 　イ　産業の振興

　香南市では、香南市産業振興計画を策定し、高知県産業振興計画との関係
性を常に意識しながら、　　　　　　　　　（削除）
「次代を担う若者が、地域で誇りと希望を持ち、産業の新たな担い手と
なって活力が保たれる香南市」を将来像として、香南市独自の産業振興策を
検討し、持続可能な活力ある都市の再生を目指します。

　香南市では、香南市産業振興計画を策定し、高知県産業振興計画との関係
性を常に意識しながら、「地域住民が元気にいつまでも働くことができる香南
市」、「次代を担う若者が、地域で誇りと希望を持ち、産業の新たな担い手と
なって活力が保たれる香南市」を将来像として、香南市独自の産業振興策を
検討し、持続可能な活力ある都市の再生を目指します。

　　（略） 　　（略）

　ウ　地域における情報化 　ウ　地域における情報化

今日の急速な情報化に対し、防災行政無線などの情報提供の基盤整備を行い、
迅速な行政情報提供及び情報の共有化を図り、双方向の行政サービスが
できるまちづくりを推進します。

今日の急速な情報化に対し、（追加）　情報提供の基盤整備を行い、
迅速な行政情報提供及び情報の共有化を図り、双方向の行政サービスが
できるまちづくりを推進します。

災害時には、安否確認や被災状況等を伝達するための、香南市防災情報通信・
管理システムの整備を図ります。また、香南ケーブルテレビへの加入を推進し
ます。

災害時には、被災現場や地域の状況を伝達するための、香南市防災情報通信・
管理システムの整備を図ります。また、香南ケーブルテレビへの加入を推進し
ます。

　　（略） 　　（略）

エ　交通施設の整備、交通手段の確保　 エ　交通施設の整備、交通手段の確保

　　（略） 　　（略）

　地域公共交通の確保のため、市営バス及び予約式乗合タクシーの運行維
持、（削除）、駅周辺の環境整備及び鉄道事業者の経営助成を行います。

　地域公共交通の確保のため、市営バス　（追加）　の運行維持、沿線地域の
交通体系整備、駅周辺の環境整備及び鉄道事業者の経営助成を行います。

オ　生活環境の整備 オ　生活環境の整備

　　（略） 　　（略）

　若者の都市部への流出による過疎化防止のために、企業との連携を密に
し、定住を踏まえた雇用対策を充実します。消防及び防災対策については、
南海トラフ地震や台風等による災害に備えるため、消防車両や消防施設を
整備し、さらに津波避難場所や津波避難道（削除）の整備を行います。

　若者の都市部への流出による過疎化防止のために、企業との連携を密に
し、定住を踏まえた雇用対策を充実します。消防及び防災対策については、
南海トラフ地震や台風等による災害に備えるため、消防車両や消防施設を
整備し、さらに津波避難タワーや津波避難道及び防災コミュニティセンターの
整備を行います。

　　（略） 　　（略）

カ　子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 カ　子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

　　（略） 　　（略）

　
高齢者の保健福祉の向上と介護保険事業運営の基礎となる「高齢者（削除）福
祉計画・介護保険事業計画」及び「こうなん げんき 21（健康増進計画）」に
基づき、社会福祉協議会など関係機関等との連携のもと、必要なときに適切な
サービスを受けられ、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりを目指すと
ともに、年齢に応じた生きがい活動の体制づくりや介護予防・生活支援のボラ
ンティアの育成を図ります。

　
高齢者の保健福祉の向上と介護保険事業の達成を目的に策定した「高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画」及び「こうなん げんき 21（健康増進計画）」
に基づき、社会福祉協議会など関係機関等との連携のもと、必要なときに適切
なサービスを受けられ、すべての住民が安心して暮らせるまちづくりを目指す
とともに、年齢に応じた生きがい活動の体制づくりや介護予防・生活支援のボ
ランティアの育成を図ります。

　　（略） 　　（略）

キ　医療の確保 キ　医療の確保

　　（略） 　　（略）

ク　教育の振興　 ク　教育の振興　

　　（略） 　　（略）

　また、多様化する住民ニーズに対応するため、「香南市教育振興基本計画」
に基づき、就学前・学校教育、文化施設・スポーツ関連施設等、「まなび」の
拠点機能の強化に努め、市民の状況やライフステージに応じた「まなび」の展
開につなげます。また、文化・芸術やスポーツ振興を通して、市民が充実した
人生を過ごせる環境づくりを推進するとともに、持続可能な地域社会をめざし
た後進の育成や指導者の育成に努めます。

　また、多様化する住民ニーズに対応するため、「香南市生涯学習推進計画」
に基づき、教育、スポーツ、文化・芸術、産業振興、コミュニティ活動など、
全ての分野において、子どもからお年寄りまで、世代を超えた様々な交流・ふ
れあいの場と機会を提供できる体制を充実させ、創造性豊かな人づくりを推進
するとともに、学校教育施設をはじめ、社会教育・体育施設、文化施設や地区
集会施設等の整備や有効活用を図ります。

　　（略） 　　（略）

　また、保幼こ小中、家庭、地域の連携・協働により、地域に開かれた信頼で
きる保育所・幼稚園・こども園づくりに取り組みます。

　また、保幼小中、家庭、地域の連携・協働により、地域に開かれた信頼でき
る保育所・幼稚園づくりに取り組みます。

　　（略） 　　（略）

（５）地域の持続的発展のための基本目標 （５）地域の持続的発展のための基本目標

　　（略） 　　（略）

※人口目標値・人口予測値：香南市未来戦略（まち・ひと・しごと創生人口ビジョン）より過疎地域分を算出。
令和４年度から吉川地域を合算。

※人口目標値・人口予測値：香南市（変更）　まち・ひと・しごと創生人口ビジョン　より過疎地域分を算出。
令和４年度から吉川地域を合算。

（６）地域の達成状況の評価に関する事項 （６）地域の達成状況の評価に関する事項

　　（略） 　　（略）

（７）計画期間 （７）計画期間

計画期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５箇年間とします。 計画期間は、令和４年４月１日から令和８年３月31日までの５箇年間とします。

（８）公共施設等総合管理計画との整合　 （８）公共施設等総合管理計画との整合

　　（略） 　　（略）



２．移住・定住、地域間交流の促進、人材育成 ２．移住・定住、地域間交流の促進、人材育成

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点

　　移住・定住 　　移住・定住

　　　香南市の人口は、今後も減少傾向が続くことが予想されています。
　　　香南市の人口は、増加傾向から減少傾向への転換期を迎えています。

　　（略） 　　（略）

　　地域間交流 　　地域間交流
　
　　　各地域の個性を大切にしつつ、香南市としての一体感を高めるため
　　に、地域間交流や地域を越えた世代間交流・他文化交流を促進する必要が
あ
　　ります。

　
　　　各地域の個性を大切にしつつ、香南市としての連帯感を高めるため
　　に、地域間交流や地域を越えた世代間交流・他文化交流を促進する必要が
あ
　　ります。

　　（略） 　　（略）

（２）その対策 （２）その対策

　　移住・定住 　　移住・定住

　　（主な施策） 　　（主な施策）

　　（略） 　　（略）

１）	移住を希望する若者への対応強化
　UターンやIターン等、様々な移住の在り方に対応できるように、本市の魅力
や本市で暮らすことのメリット・デメリットを整理し、移住希望者が必要とす
る情報（住まいや仕事等）が届くように対応を強化し移住したいと思われる香
南市をつくります。
 また、移住者等と地域の方々が理解し合える環境づくりの確立やフォロー体制
等に引き続き取り組み、定住へつなげ、地域の新たな担い手の増加につなげて
いきます。

１）「香南市を知って、好きになってもらう」魅力、多様な情報の発信
香南市での生活の魅力を伝えるコンテンツの作成に加えて、ホームページやＳ
ＮＳ等、多様な媒体を活用して、より多くの人に情報が伝わるＰＲの展開を推
進します。また｢移住者ウェルカム｣の推進を行い、香南市に移り住む方を応援
し、受け入れ体制づくりを強化します。

　　（略） 　　（略）

３）移住促進の取組強化 ３）移住促進の取組強化

　　（略） 　　（略）

また、国や高知県と連携を図り、移住促進と人材確保を目的とした「高知県UI
ターンサポートセンター」と連携した取り組みを推進していくとともに、高知
市・南国市・香美市・香南市の４市からなる「高知まんなか移住協議会」で
も、連携して事業に取り組んでいきます。

また、国や高知県と連携を図り、移住促進と人材確保を目的とした「高知県移
住
促進・人材確保センター」と連携した取り組みを推進していくとともに、高知
市・南国市・香美市・香南市の４市からなる「高知まんなか移住協議会」で
も、連携して事業に取り組んでいきます。

　　（略） 　　（略）

（３）計画
事業計画（令和８年度～令和12年度）

（３）計画
事業計画（令和３年度～令和７年度）

　

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合

　　（略） 　　（略）



３．産業の振興 ３．産業の振興

　（１）現況と問題点 　（１）現況と問題点

　　（略） 　　（略）

　（２）その対策 　（２）その対策

　　（略） 　　（略）

　　林業 　　林業

２）木育事業の推進
　市内の保幼こ小中学校での森林体験学習や、新生児に木のおもちゃを贈呈す
ることで、子どもたちやその家族に山や木を身近に感じ、関心を深めてもらう
取り組みを進めます。

２）木育事業の推進
　市内の保幼小中学校での森林体験学習や、新生児に木のおもちゃを贈呈する
ことで、子どもたちやその家族に山や木を身近に感じ、関心を深めてもらう取
り組みを進めます。

　　（略） 　　（略）

　　工業 　　工業

　　（主な施策） 　　（主な施策）

　企業の雇用創出について支援を充実させるとともに、既存企業の育成・支援
を図ります。

　　既存企業の育成・支援を図るとともに、企業誘致を進めます。

１）企業の雇用支援
　若者の定住促進や新たな就労機会を創出するため、引き続き企業誘致に努め
るとともに、ものづくり企業の情報をより広い範囲で共有し、企業への関心を
高めます。また、合同企業説明会等の開催によって、企業と学生・求職者のマ
ッチングの場を設けることで雇用創出の促進に取り組みます。
２）既存企業の育成・支援
製造業は、企業規模の大小を問わず地域経済の活性化に寄与し、地域住民の働
く場として（削除）定着しています。引き続き、商工会や関係機関と連携を図
りつつ、各企業の状況に対応した育成・支援を推進します。
また、働く場の確保・拡充は、地域での定住環境を確保していくうえで重要な
施策であり、地域の農林水産資源や、広域幹線道路の整備などによる交通利便
性を活かした起業化を支援します。
（削除）

（新設）

１）既存企業の育成・支援
製造業は、企業規模の大小を問わず地域経済の活性化に寄与し、地域住民の働
く場として、また、地域の産業として定着しています。引き続き、商工会や関
係機関と連携を図りつつ、各企業の状況に対応した育成・支援を推進します。
また、働く場の確保・拡充は、地域での定住環境を確保していくうえで重要な
施策であり、地域の農林水産資源や、広域幹線道路の整備などによる交通利便
性を活かした起業化を支援します。
２）企業誘致の促進
若者の定住促進や新たな就労機会を創出するため、企業誘致条例などにより、
地域の自然に融合する環境にやさしい企業の誘致を推進します。

　　観光 　　観光

　　（略） 　　（略）

２）地域に親しむ観光の推進
観光レクリエーション施設や史跡などを紹介するボランティアガイドの育成・
支援を推進します。また、塩の道、ウォーキングトレイル、海岸部のサイクリ
ング道などを骨格とした、徒歩でも自転車でも地域の風土や歴史に触れ、魅力
を満喫できるような環境づくりを推進し、各観光レクリエーション施設等の周
遊促進を図ります。

２）地域に親しむ観光の推進
観光レクリエーション施設や史跡などを紹介するボランティアガイドの育成・
支援を推進します。また、塩の道、ウォーキングトレイル、海岸部のサイクリ
ング道などを骨格とした、徒歩でも自転車でも地域の風土や歴史に触れ、魅力
を満喫できるような環境づくりを推進します。

　　（略） 　　（略）

他の市町村との連携に関する事項 他の市町村との連携に関する事項

　産業の振興を図るためには、産業間・企業間・産業団体・市民・行政が連携
して魅力ある地域づくりに取り組んでいくことが必要とされています。
高知県や近隣市町村との広域的連携の視点を持ち、より力強い「産業の拡大」
を図るため、生産性の向上や付加価値化を高める取り組みの推進、多様な担い
手の確保・人材育成の支援、各産業の魅力向上と持続可能な交流人口・関係人
口の創出を推進することで、産業の持続的・安定的な成長の実現に向けた取り
組みを進めます。

　産業の振興を図るためには、産業間・企業間・産業団体・市民・行政が連携
して魅力ある地域づくりに取り組んでいくことが必要とされています。
高知県や近隣市町村との広域的連携の視点を持ち、より力強い「産業の拡大」
を図るため、分野を超えた連携の強化、新たな付加価値化の創出、担い手の確
保、人材育成策を推進することで、所得の向上につなげ、魅力ある産業化に向
けた取り組みを進めます。

（３）計画
　　事業計画（令和８年度～令和12年度）

（３）計画
　　事業計画（令和３年度～令和７年度）



次期事業計画へ更新するもの



（４）産業振興促進事項
（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

（４）産業振興促進事項
（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種

４．地域における情報化 ４．地域における情報化

（１）現況と問題点  （１）現況と問題点

　　（略） 　　（略）

（２）その対策  （２）その対策

   情報通信環境     情報通信環境

　　（略） 　　（略）

 １）高度情報通信網の整備  １）高度情報通信網の整備

  香南ケーブルテレビを中心に、まち全体で情報を共有できる防災行政無線
などの情報通信網の有効活用を図るとともに、維持管理に努めます。

  香南ケーブルテレビを中心に、まち全体で情報を共有できる(追加）情報通信
網の有効活用を図るとともに、維持管理に努めます。

　　（略） 　　（略）

（３）計画 （３）計画

　事業計画（令和８年度～令和12年度） 　事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合

　　（略） 　　（略）



５．交通施設の整備、交通手段の確保 ５．交通施設の整備、交通手段の確保

　（１）現況と問題点 　（１）現況と問題点

　　（略） 　　（略）

　　公共交通 　　公共交通

　　（略） 　　（略）

　特に市営バス及び予約式乗合タクシーについては、５町村の合併により行
政区域が拡大したことに伴い、利便性と費用対効果のバランスのとれた効率
的・効果的な運行が求められています。

　特に市営バス（追加）については、５町村の合併により行政区域が拡大した
ことに伴い、利便性と費用対効果のバランスのとれた効率的・効果的な運行が
求められています。

　（２）その対策 　（２）その対策

　　（略） 　　（略）

　（３）計画 　（３）計画

　　事業計画（令和８年度～令和12年度） 　　事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合

　　（略） 　　（略）

６．生活環境の整備 ６．生活環境の整備

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点

　　（略） 　　（略）

（２）その対策 （２）その対策

　　（略） 　　（略）

２）南海トラフ地震など大規模災害対策 ２）南海トラフ地震など大規模災害対策

　各種防災計画の作成及び見直しを図り、危機管理体制の確立を推進します。
　また、災害時に避難場所として利用される公共施設耐震化を図るとともに、
　　　（削除）　　　　津波避難場所となる施設の整備を推進します。

　各種防災計画の作成及び見直しを図り、危機管理体制の確立を推進します。
　また、災害時に避難場所として利用される公共施設耐震化を図るとともに、
防災コミュニティセンター等、津波避難場所となる施設の整備を推進します。

　　（略） 　　（略）

住環境の整備 住環境の整備

　　（略） 　　（略）

１）公営住宅の整備 １）公営住宅の整備

公営住宅については、老朽化等により使用に適さない住宅については、住宅と
しての利用を廃止するとともに、良質な既存住宅の維持保全に努め、安
心して生活できるユニバーサルデザインの機能を備えた住宅整備を推進しま
す。

　公営住宅については、新しい耐震基準に満たない住宅については順次取り壊
しを行うとともに、良質な既存住宅の維持保全に努め、安心して生活できるユ
ニバーサルデザインの機能を備えた住宅整備を推進します。

（３）計画
　事業計画（令和８年度～令和12年度）

（３）計画
　事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合

　　（略） 　　（略）



７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 ７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点

　　健康 　　健康

　　（略） 　　（略）

　単身世帯の増加や共稼ぎ世帯の増加により食事の簡便化や外食への依存傾
向がみられ、栄養バランスの崩れから、生活習慣病の発症や子どもの健全な
成長への影響が問題視されています。（削除）

　単身世帯の増加や共稼ぎ世帯の増加により食事の簡便化や外食への依存傾
向がみられ、栄養バランスの崩れから、生活習慣病の発症や子どもの健全な
成長への影響が問題視されています。また、食品の偽装表示や残留農薬、添
加物の問題など食の安全や安心に対する関心が高まっています。

　　高齢者福祉 　　高齢者福祉

　高齢社会を迎え、高齢者が（削除）健康で生き生きと過ご（削除）し、（削
除）介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ
る支援体制や地域づくりが必要です。

　高齢社会を迎え、高齢者がいかに健康で生き生きと過ごせるか、また、
介護が必要になっても（追加）安心して暮らし続けることができるかが大きな
問題となっています。

　　障害者福祉 　　障害者福祉

　障害のある人が地域のなかで安心して暮らせるように、必要なサービスを
選択できる体制を整備するとともに、生きがいをもって働ける場や活動の場
を確立することが求められています。しかし、障害者数の増加と高齢化が進
む中、地域生活への移行や一般就労に向けた支援体制の強化、そして地域間
のサービス格差の解消が問題となっています。

　障害のある人が地域のなかで安心して暮らせるように、必要なサービスを
選択できる体制を整備するとともに、生きがいをもって働ける場や活動の場
を確立することが求められています。（追加）

　　（略） 　　（略）

　　地域福祉 　　地域福祉
　すべての人がいつまでも安心して暮らせるまちを実現するためには、行政
による福祉サービスの提供だけでは限界があります。そのため、地域共生社会
の実現に向け、行政・社会福祉協議会・住民・住民組織などとの連携の強化や
住民同士の支え合いの仕組みづくりの構築が必要です。

　すべての人がいつまでも安心して暮らせるまちを実現するためには、行政
による福祉サービスの提供だけでは限界があります。そのため、地域のなかに
支え合い助け合う気運を醸成していくことが大切です。

　　（略） 　　（略）

（２）その対策 （２）その対策

　　（略） 　　（略）

　高齢者福祉 　高齢者福祉

　　（略） 　　（略）
　また、介護者の支援体制、見守り体制の整備とともに、介護サービスの充
実と質の向上を図り、（削除）地域包括ケアシステムの構築を目指します。

　また、介護者の支援体制、見守り体制の整備とともに、介護サービスの充
実と質の向上を図り、高齢化のピークを見据えた地域包括ケアシステムの構
築を目指します。

　　（略） 　　（略）

５）地域ケア体制整備の推進 ５）地域ケア体制整備の推進

　高齢者自らが身近な地域で主体的に健康増進や介護予防・フレイル予防に取
り組むことができるよう、各種活動への支援と参加促進に向けて取り組みま
す。
　また、高齢者が能力に応じて自立した生活ができるよう、幅広い専門職との
連携を図り、社会活動の拡大に向けて取り組みます。

（変更）　地域での要介護状態への移行防止を目的とする「お達者教室」の拡
充、並びに介護予防事業である「いきいきクラブ事業」の拡大など、地域での
見守り・支え合いを進めるとともに、介護予防事業の充実を図ります。

障害者福祉 障害者福祉

（主な施策） （主な施策）
　障害のある人を含む全ての人々が住み慣れた地域のなかで、誰もが社会の
一員として基本的な権利や普通の生活様式が保障されている状態を目指しま
す。これは、障害のある人を「いわゆるノーマルな人」にすることを目的と
しているのではなく、その障害を共に受容し、誰もが暮らしやすい環境を整
備しようというノーマライゼーション理念の啓発・普及に努めると
ともに、障害のある人とその家族に対する必要な支援やサービスを充実させ、
自立を支える取り組みを進めます。

　障害のある人を含む全ての人々が住み慣れた地域のなかで、分け隔てなく、
共に安心して暮らしていくことが正常な社会であるというノーマライゼーショ
ン理念の啓発・普及に努めるとともに、障害のある人とその家族に対する必要
な支援やサービスを充実させ、自立を支える取り組みを進めます。

　　（略） 　　（略）

障害のある人が、社会的に自立できるように、障害の内容や程度に応じた
身近な福祉的就労の場を確保します。
「人にやさしく、充実した暮らしを共に支え合うまち こうなん」を基本理
念に掲げ、障害のある人の自立した日常生活・社会生活を支援しています。

障害のある人が、社会的に自立できるように、障害の内容や程度に応じた
身近な福祉的就労の場を充実します。

　子育て支援 　子育て支援

　（主な施策） 　（主な施策）

　香南市子ども・子育て支援事業計画をもとに、子どもが健やかに育つため
の環境づくりや、子育て家庭を地域ぐるみで支援する取り組みを進めます。
　また、誰もが安心して子どもを産み育てることができる制度の充実を
図り、こどもまんなか社会の実現を目指します。

　香南市子ども・子育て支援計画をもとに、子どもが健やかに育つための環
境づくりや、子育て家庭を地域ぐるみで支援する取り組みを進めます。
　また、誰もが安心して子どもを産み育てることができる制度の充実を
図ります。

１）保育の充実
多様化する保育需要に対応するため、乳児保育、延長保育、一時預かり
保育、障害児保育、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）、
多子世帯保育料等軽減事業など地域のニーズに即した保育サービスの充実を
推進します。

１）保育の充実
　多様化する保育需要に対応するため、乳児保育、延長保育、一時預かり保
育、障害児保育、（追加）多子世帯保育料等軽減事業など地域のニーズに即
した保育サービスの充実を推進します。

　　（略） 　　（略）



（３）計画
事業計画（令和８年度～令和12年度）

（３）計画
事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　　（略） 　　（略）



８．医療の確保 ８．医療の確保

（１）現況と問題点
　本市の医療機関は、病院１、診療所18、歯科医院が13機関あり、その
うち二次救急医療機関は1ヶ所となっています。また、救急医療機関の充実
している南国市、高知市までも近く、高度の診療機能や重症、重篤な患者に
対応できる三次救急医療機関への救急患者の搬送のための救急車両の整備等
が課題となっています。

（１）現況と問題点
　本市の医療機関は、病院２、診療所18、歯科医院が13機関あり、その
うち二次救急医療機関は1ヶ所となっています。また、救急医療機関の充実
している南国市、高知市までも近く、高度の診療機能や重症、重篤な患者に
対応できる三次救急医療機関への救急患者の搬送のための救急車両の整備等
が課題となっています。

（２）その対策 （２）その対策
　　（略） 　　（略）

（３）計画 （３）計画

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度）
　　（略） 　　（略）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　　（略） 　　（略）

９．教育の振興 ９．教育の振興

（１）現況と問題点
学校教育

（１）現況と問題点
学校教育

　子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、学力の未定着、
いじめや不登校、虐待や非行等といったさまざまな課題や困難な状況が生じ
ており、一人ひとりに応じた適切な支援の充実が求められています。
また、家庭や地域での教育力が低下しており、子どもたちの「生きる力と確
かな学力」を育む教育が求められています。さらに、教育の情報化によるＩ
ＣＴ機器の活用を主とした子どもたちが、今後の「情報化社会」に適応でき
る教育も求められています。

　子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、引きこもり、いじめや
基礎学力の低下の問題、子どもの安全確保など、さまざまな課題や問題が生
じており、（追加）適切な対応が求められています。また、家庭や地域での
教育力が低下しており、子どもたちの「生きる力」を育む教育が求められて
います。
さらに、教育の情報化によるＩＣＴ機器の活用を主とした、子どもたち
が今後の「情報化社会」に適応できる教育も求められています。

生涯学習の推進
１）生涯にわたる「まなび」の展開
　人生100 年時代を見据え、市民が生涯にわたって豊かでいきいきとした人
生を過ごせるよう、多様な学習機会に恵まれる必要があるため、年齢に応じ
た「まなび」を展開するとともに、地域の社会教育諸団体との連携を強化
し、団体育成やスキルアップに伴う支援を行うことで、更なる生涯学習の推
進を図る必要があります。
趣味等の一般的な学習だけでなく、人権、防災、環境、福祉等、専門的な分
野に関する学習機会の提供が求められているため、引き続き、市民のニーズ
に応じられるようさまざまな分野の学習機会の提供に努めるとともに、増加
傾向にある市内在住の外国人への理解を進める必要があります。
２）「まなび」の拠点の充実
　市民の利便性や学習頻度への影響の面から、住居地の身近な場所で学習機
会に恵まれることが望まれるため、公民館、市民館、図書館等について、市
民が活用しやすいよう計画的な施設整備を行う必要があります。
３）文化・芸術活動の推進
　市民が文化・芸術を鑑賞し、あるいは、自ら文化・芸術活動を行うこと
は、人間性を深め感受性を豊かにすることにつながります。市民が心豊かに
人生を過ごせるよう、幼少期から文化・芸術に接することができる機会づく
りを進める必要があります。
　ふるさとの歴史・文化を学ぶことは、ふるさとへの愛着を深め知性や教養
を豊かにすることにつながります。そのため、本市では、文化財の適切な調
査・保護・保存に務め、市民生活と共存する文化財であるよう後継者育成の
支援や、文化財を学び・知る・楽しむ機会を促進しています。だだし、文化
財の保存・継承を担う人材の確保においては、幅広い年齢層による活動への
関わりや取組の強化が必要です。

青少年健全育成
　青少年による犯罪や社会的弱者に対する事件の増加、児童虐待や学校での
いじめ、不登校などが近年大きな問題になっています。このことは、家庭や
地域社会が担ってきた子どものしつけや基本的な生活習慣の体得、地域で子
どもを守り育てる環境など、家庭や地域での教育力が低下したことが原因で
あると指摘されています。

生涯学習
　生涯学習は、自らの人生をより良いものに、また充実したものにしていく
ために、生涯にわたり行われる自己実現、社会参加の場です。心の豊かさや
生きがいとなる生涯学習や芸術文化・創作活動などへの意欲は多様化してお
り、総合的な支援体制が求められています。

生涯スポーツの充実
　スポーツと健康づくりは、豊かで活力に満ちた社会の形成や、一人ひとり
の心身の健全な発達に不可欠なものであり、生涯学習社会に適応したスポー
ツの振興と健康の増進に向けた取り組みが求められます。

４）スポーツの振興
スポーツには、競技スポーツ、生涯スポーツ、障害者スポーツ等があり、年
齢や身体の状態等に応じて、誰もが親しみ競い合うことができる種目がある
ため、市民が生涯にわたり健全な身体とスポーツマンシップの心を育めるよ
う、あらゆるスポーツ活動を支援する必要があります。
また、市民すべてが等しくスポーツの機会に恵まれ、自らの欲求や状態に応
じたスポーツに取り組める環境が求められているため、市民が生涯にわたり
あらゆるスポーツに親しめるよう、スポーツ関連施設の整備と体制の充実に
努める必要があります。
５）地域への「まなび」の還元
少子高齢化や地域コミュニティの希薄化が進むなか、市民一人ひとりがそれ
ぞれの立場で、学習等により得た知識や技能を地域や社会に還元すること
が、人や地域の絆を強くし、地域活性化や持続可能な地域社会の構築につな
がるため、市民一人ひとりの「まなび」を地域や社会に還元できる仕組みづ
くりに努める必要があります。

（２）その対策 （２）その対策

　学校教育 　学校教育
　　（略） 　　（略）

　地域の次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育むことを目標に、保育
所・幼稚園・こども園・学校・家庭・地域が一体となった組織的、総合的な
教育施策の展開を図ります。そのため、就学前・学校教育の充実を図り、人
間形成の基礎を築く幼児期から、一人ひとりの個性を伸ばし、豊かな心と生
きる力を育む教育、命の大切さを実感させる教育を促進します。

　地域の次代を担う子どもたちの豊かな人間性を育むことを目標に、保育
所・幼稚園・学校・家庭・地域が一体となった組織的、総合的な教育施策の
展開を図ります。そのため、就学前・学校教育の充実を図り、人間形成の基
礎を築く幼児期から、一人ひとりの個性を伸ばし、豊かな心と生きる力を育
む教育、命の大切さを実感させる教育を促進します。

　　（略） 　　（略）



１）保幼こ小中連携の推進
●「香南市保幼小中連携(一貫)プログラム」に基づき、教職員の相互理解を
図り、幼児と児童の交流活動等を通して幼児期の保育・教育と小学校教育の
円滑な接続を図るとともに小・中学校間の系統性のある学習指導等の改善へ
の取組を推進します。
●市広報誌「教育チャンネル」、香南市教育委員会ホームページ、子育て情
報サイト等で、市の教育や取組について市内・市外へ発信します。

１）生きる力を育む教育の推進
●子ども一人ひとりのよさを生かし、可能性を引き出す教育
　指導方法や指導体制の工夫・改善と個に応じた指導の充実を図ることによ
り、子ども一人ひとりのよさを生かし、可能性を引き出すことで、子どもが
主体的に学び、自ら考え、判断し、思考する力を育成する教育を推進しま
す。
●豊かな心と生きる力を育む教育
　学校・家庭・地域社会が一体となって、それぞれの機能や役割を発揮しな
がら、さまざまな課題解決に向け、人や物との出会いや体験活動の機会を多
く持つことなどにより、豊かな心と生きる力を育む教育を推進します。
●社会の変化に対応し、たくましく生きる力を育む教育
　環境にやさしい循環型社会、国際化社会、高度情報化社会などの新しい社
会に対応した教育を推進します。
●一人ひとりが輝く特別支援教育
　障害や軽度発達障害のある児童の能力や可能性を十分に伸ばすために、関
係機関との連携を図りながら、一人ひとりの障害の種別・程度などに応じ
た、きめ細かな教育を推進します。
●教育相談・支援体制の充実
　さまざまな要因で悩みを抱える子どもや保護者、教職員への教育相談やカ
ウセリングなど、支援の充実を図るとともに、香南市教育支援センター（森
田村塾）を中心に子どもの居場所づくりを進め、不登校傾向あるいは不登校
の子どもや保護者への支援体制の充実に努めます。

２）家庭・地域と連携した教育の推進
●PTAや学校支援ボランティアとの連携により、学校図書の整備や本の読み
聞かせ、加力学習の支援、キャリア教育や総合的な学習並びに食育等の体験
活動を支援します。
●子どもたちが地域に出向き、郷土学習や伝統文化の継承、地域課題の解決
等に地域住民とともに取り組む等の活動を推進します。
●スクールソーシャルワーカーを配置し、保育所・幼稚園・こども園・学校
と教育支援センター「森田村塾」、医療や福祉等の関係機関と連携を図り、
子どもや保護者に対する支援の充実を図ります。

２）豊かな人間性を育む教育の推進
●人間形成の基礎を培う就学前教育
保育所・幼稚園は、就学前教育の根幹を成す重要な場所であるため、保護者
と連携し、幼児期から豊かな人間性を身につける教育活動を推進するととも
に、教育環境の整備充実に努めます。
●健やかな心と体を育てる食育・健康教育
生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送るために、就学前から望まし
い生活習慣や食を通じた豊かな人間性を育みます。
●地域文化の継承と学習
農村漁村に伝わる伝説・昔話、祭りや年中行事、民族芸能、郷土料理などの
伝承文化を地域の高齢者や保護者などから学習し、児童生徒に継承していく
教育を推進します。

３）生きる力と確かな学力の育成
●子どもたちが主体的に学ぶ意欲を高めるため、家庭との連携を密にし、家
庭学習や自学自習等の学習習慣の定着を図ります。
●教育情報セキュリティポリシーの策定に伴い、情報資産及びICT機器の取
扱いや活用における教職員のセキュリティ意識の向上と体制の定着に向けた
取組を推進します。
●社会科副読本「香南のくらし」等を用いて、小学校３・４年生の社会科授
業を展開し、地域のくらしや歴史、文化についての知識や経験を深める教育
を推進します。
●「早ね 早おき 朝ごはん」等、基本的な生活習慣の定着を図る。
４）教育活動を支える体制の充実
●さまざまな要因で悩みを抱える子どもや保護者、教職員への教育相談の実
施やスクールカウンセラー等の配置、医療や福祉等の関係機関と連携する
等、支援の充実を図ります。
●青少年育成香南市民会議、香南市補導センター等との連携を強化して、学
校警察連絡制度の効果的な活用を行います。
５）保幼こ小中の教育環境の充実
●通園・通学路の点検を実施し、関係機関と連携して整備を進めます。
●学校・保育施設等における遊具等について、定期的な点検・補修等を実施
し、子どもの安全確保に努めます。

３）安心して学べる教育環境の整備充実
●教育施設
　子どもたちが伸び伸びと安心して学び、効果的な教育を進めるため、必要
な施設等の整備を計画的に推進します。
また、学校教育の環境、規模及び教育施設の適正化についても検討を進め、
計画的な改修など整備に努めます。
●信頼され期待される学校づくり
　各学校が主体的に、創意工夫した教育活動を展開し、それを地域に開くこ
とにより、地域や保護者から信頼される魅力ある学校づくりを推進します。
●教職員の資質・指導力の向上
　教育課題解決の力を身に付けるために、校内研修を充実し、県教育委員会
などの研修を積極的に活用することで、教科などの専門的知識を深めるとと
もに、広く豊かな教養を高め、教職員の資質・指導力の向上に努めます。
●子どもの安全確保と保育所・幼稚園・学校の安全管理
　児童生徒の事件や事故を未然に防止するための教育を推進するとともに、
自然災害や事件、事故の発生時には、迅速かつ適切な対応ができる危機管理
体制の整備充実を図り、園児や児童生徒の安全確保に努めます。

　　（略） 　　（略）

３）文化・芸術活動の推進
（主な施策）
●文化・芸術活動への支援
　市民の日常生活の中で多様な文化・芸術への取組が進められ、交流や連携
が進むように活動の場を提供します。
幼少期から文化・芸術に関心を持つ環境づくりと、質の高い優れた文化・芸
術に触れられる機会の提供に取り組みます。
●郷土の歴史・文化の保存と継承
　本市の文化財を後世に残していくため、文化財の調査・保護等を行うとと
もに、後継者育成への支援を行います。
また、ボランティア団体を育成し、文化財の周知・活用に努めます。
４）スポーツの振興
（主な施策）
●あらゆるスポーツ活動への支援
　生涯にわたり市民がスポーツに親しめるよう、さまざまなジャンルのス
ポーツ活動について積極的に支援します。
●スポーツに親しむ環境・体制の充実
　それぞれの適性に応じて、誰もがスポーツに親しめる環境・体制の整備に
努めます。
●スポーツを通した活力あるまちづくり
　スポーツを通した経済・地域の活性化に寄与するスポーツイベントの開催
を積極的に支援します。
５）地域への「まなび」の還元
（主な施策）
●「まなび」を還元する取組の推進
　市民が生涯学習活動を通して得た知識や技能について、「自分の楽しみ」
の段階でとどまるだけではなく、学んだことを地域や社会に還元できるよう
取り組みます。
また、指導者育成事業として、現状の知識や技能のスキルアップに伴う助言
や支援を行います。

生涯学習
（主な施策）
　住民一人ひとりが地域の自然や歴史、文化に親しみながら生涯にわたり学び
続けることを通じて、生きる喜びが実感できる生涯学習社会の構築を図るため
「香南市生涯学習推進計画」に沿った取り組みを進めます。
１）生涯学習推進体制の整備充実
　住民の自発的な学習活動を支援する生涯学習団体や指導者の育成を図りま
す。また、生涯学習拠点となる公民館や図書館、集会施設などの整備充実をは
じめ、生涯学習推進体制の確立に努めます。
２）生涯を通じた学習機会の提供
　多様化・高度化する住民の学習ニーズに答えることができる生涯学習プログ
ラムを開発するとともに、家庭・地域だけでは実現できない高度な学習機会を
設けるなど、あらゆる分野にわたる学習情報を提供し、学習意欲の向上に努め
ます。
３）地域社会に生かせる学習活動の促進
　生涯学習の拠点である公民館などにおいて地域の特性を生かした学習活動の
促進や、主体的に学習活動ができる環境づくりを図ります。また、学習を通じ
て得た知識や経験を自己実現や社会参加に結びつけることができる仕組みづく
りとして、学習成果の発表の場の拡充や社会還元に努めます。
４）生涯学習社会を支える高度情報化の推進
　子どもから高齢者まで誰もがインターネットなどの高度情報通信ネットワー
クを容易に利用できる環境整備を促進し、情報通信技術を活用できる人材の育
成や、情報通信技術を活用した学習の促進に努めます。
生涯スポーツの充実
（主な施策）
　スポーツと健康は不可分の関係にあることから、学校や地域と連携を図りな
がら、健やかな心と体を育む生涯スポーツの振興を図ります。
１）活力のあるスポーツの振興
　各種スポーツの普及と競技力の向上を図るため、学校や地域と連携を図りな
がら、スポーツ教室の開催やスポーツ指導者の養成と人材の確保に努めます。
また、スポーツ少年団や体育協会などの活動を支援します。
２）生きがいと健康づくり
　年齢やそれぞれの条件に応じた生涯スポーツの普及に取り組み、生きがいづ
くり・健康づくりを推進します。また、総合型地域スポーツクラブなどの結成
や育成を図り、住民の自主的・自発的なクラブ活動を支援します。



（３）計画 （３）計画

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　　（略） 　　（略）



１０．集落の整備 １０．集落の整備

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点
　　（略） 　　（略）

（２）その対策 （２）その対策
　　（略） 　　（略）

（３）計画 （３）計画

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　　（略） 　　（略）

１１．地域文化の振興等 １１．地域文化の振興等

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点
　　（略） 　　（略）

伝統行事・イベント 伝統行事・イベント

どろめ祭りや絵金祭り、手結盆踊りなどの伝統行事や（削除）みなこい港ま
つりのようなイベントは、地域の個性として全国に発信されており、地域外
や県外からの来訪者も多く、地域の活性化やにぎわいをもたらしています。

どろめ祭りや絵金祭り、手結盆踊りなどの伝統行事や冬の夏祭りやみなこい
港まつりのようなイベントは、地域の個性として全国に発信されており、地
域外や県外からの来訪者も多く、地域の活性化やにぎわいをもたらしていま
す。

（２）その対策 （２）その対策
　　（略） 　　（略）

１）歴史・文化資源の保護と活用 １）歴史・文化資源の保護と活用
　　（略） 　　（略）

　また、（削除）明治時代から昭和初期にかけて運営されていた芝居小屋
「弁天座」を平成19年に復活させ、運営にも地元住民が参加し、伝統文化を
継承するとともに、まちを愛する気持ちを育みます。
「絵金蔵」、「弁天座」が連携し、地域の歴史・文化の拠点として県内外か
らの観光客を地域に呼び込み、地域の魅力の発信と文化の継承を促進しま
す。

　また、「絵金蔵」において、明治時代から昭和初期にかけて運営されてい
た芝居小屋「弁天座」を平成19年に復活させ、運営にも地元住民が参加し、
伝統文化を継承するとともに、まちを愛する気持ちを育みます。
　また、赤岡地域内には歴史的な古い街並みが残っており、これらの古い空
き家を地域文化の情報交換や文化交流の場として活用し、「絵金蔵」や「弁
天座」とあわせた街並みの整備を図り、魅力アップを図ります。

　　（略） 　　（略）

伝統行事・イベント 伝統行事・イベント
　　（略） 　　（略）

２）まちのにぎわいの誘発 ２）まちのにぎわいの誘発

（削除）人が人を呼び地域住民とそこを訪れた人たちとの交流から新たな地
域の文化と個性を創造する取り組みを支援します。

赤岡の冬の夏祭りなどのように、人が人を呼び地域住民とそこを訪れた人た
ちとの交流から新たな地域の文化と個性を創造する取り組みを支援します。

（３）計画 （３）計画

事業計画（令和８年度～令和12年度） 事業計画（令和３年度～令和７年度）

（４）公共施設等総合管理計画との整合 （４）公共施設等総合管理計画との整合
　　（略） 　　（略）



１2．再生可能エネルギーの利用の推進 １2．再生可能エネルギーの利用の推進

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点
　　（略） 　　（略）

（２）その対策 （２）その対策
　　（略） 　　（略）

１）ごみの減量化（削除）の推進 １）ごみの減量化、堆肥化の推進

　ごみの減量化を図るため、分別収集を徹底するとともに、家庭及び事業所
での資源ごみのリサイクル意識の向上を促進します。（削除）生ごみの減量
化を推進し、（削除）ごみゼロ化のまちづくりに向けた取り組みを行いま
す。

　ごみの減量化を図るため、分別収集を徹底するとともに、家庭及び事業所
での資源ごみのリサイクル意識の向上を促進します。生ごみ処理機の普及を
図るなど、生ごみの減量化を推進します。あわせて、民間事業者との協働に
より、生ごみの堆肥化を促進し、ごみゼロ化のまちづくりに向けた取り組み
を行います。

　　（略） 　　（略）

（３）計画 （３）計画
　　（略） 　　（略）

１3．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 １3．その他地域の持続的発展に関し必要な事項
　　（略） 　　（略）

事業計画（令和８年度～令和12年度）
過疎地域持続的発展特別事業分（再掲）

事業計画（令和３年度～令和７年度）
過疎地域持続的発展特別事業分（再掲）






